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１【提出理由】

平成 28年６月 24 日開催の当社第 74期定時株主総会において、決議事項が決議されたので、金融商品取

引法第 24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第２項第９号の２の規定に基づき、

本臨時報告書を提出するものである。

２【報告内容】

（１）当該株主総会が開催された年月日

   平成28年６月24日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

  １．期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金25円

２．剰余金の処分に関する事項

（１）増加する剰余金の項目及びその額

    別途積立金    5,400,000,000円

（２）減少する剰余金の項目及びその額

   繰越利益剰余金  5,400,000,000円

第２号議案 定款一部変更の件

    （1）当社は今後の事業内容の多角化に対応するため、現行定款第２条の事業目的を追加する。

    （2）コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を向上させることを目的として、

監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の

新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うとともに、経営の効率性を高め、権限

委譲による迅速な意思決定を可能にするための取締役への権限委任に関する規定の新設その

他の所要の変更をする。

第３号議案   取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

  取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、江川健太郎氏、土屋忠巳氏、田中 均氏、楠

重範氏、金子康郎氏及び山本康裕氏を選任する。

第４号議案   監査等委員である取締役４名選任の件

  監査等委員である取締役として、雨宮 募氏、東 聖高氏、生田康介氏及び中村知久氏を選任す

る。

第５号議案   取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

  取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を「年額３億円以内」とする。

  各取締役に対する具体的金額、支給の時期、方法等の決定は取締役会の決議に一任する。

第６号議案   監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

  監査等委員である取締役の報酬等の額を「年額9,600万円以内」とする。

  各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期、方法等の決定は監査等委員である

取締役の協議に一任する。

第７号議案   退任監査役に対し退職慰労金贈呈及び取締役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う

      打切り支給の件

    本総会終結の時をもって退任する監査役雨宮   募氏、東   聖高氏、生田康介氏及び中村知久氏

に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労

金を贈呈する。

  また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、取締役江川健太郎氏、土屋忠巳氏、田中 均氏、楠 重

範氏、金子康郎氏及び山本康裕氏に対し、それぞれの取締役就任の時から本総会終結の時までの在

任中の労に報いるため、当社における一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給

する。



（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される

ための要件ならびに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 533,192 659 0 （注）１ 可決（99.88％）

第２号議案 533,512 339 0 （注）２ 可決（99.94％）

第３号議案 （注）３

江川 健太郎 525,714 8,136 0 可決（98.48％）

土屋 忠巳 531,368 2,483 0 可決（99.53％）

田中 均 531,360 2,491 0 可決（99.53％）

楠  重範 531,559 2,292 0 可決（99.57％）

金子 康郎 531,598 2,253 0 可決（99.58％）

山本 康裕 492,187 41,663 0 可決（92.20％）

第４号議案 （注）３

雨宮 募 528,814 5,037 0 可決（99.06％）

東  聖高 477,782 56,069 0 可決（89.50％）

生田 康介 525,068 8,782 0 可決（98.35％）

中村 知久 429,737 104,113 0 可決（80.50％）

第５号議案 533,543 308 0 （注）１ 可決（99.94％）

第６号議案 533,573 278 0 （注）１ 可決（99.95％）

第７号議案 436,050 97,771 0 （注）１ 可決（81.68％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成である。

   ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した

当該株主の議決権の３分の２以上の賛成である。

     ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した

当該株主の議決権の過半数の賛成である。

     ４．賛成の割合の計算方法は、本総会に出席した株主（本総会前日までの事前行使分及び当日出席）

の議決権の数のうち、賛成の確認ができた議決権の数の割合である。

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の各議案の賛成の確認ができた議決権の数の集計により、

各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立した。このため、本総会当日出席の株主のうち、

賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算していない。


